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市
特

定
教

育
・
保
育

施
設
等

重
大
事

故
検
証

委
員
会

条
例

の
一
部
改

正
に
伴

う
新

旧
対

照
表

(公
布

の
日

施
行

) 

一
部

を
改

正
す

る
条
例
（

案
）

 
現

行
条

例
（

旧
）
 

(
定
義

) 
(
定
義

) 

第
2条

 
こ
の

条
例

に
お

い
て
「

特
定

教
育

・
保
育

施
設
等

」
と

は
、
次
に
掲

げ
る
施

設
又
は
事

業
所

を
い

う
。
 

第
2条

 
こ
の

条
例
に

お
い

て
「

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
施

設
又
は
事

業
所
を

い
う

。
 

(
1
)・

(
2)

 
略

 
(
1
)・

(
2)
 
略

 

(
3
) 

法
第

59
条

に
規

定
す

る
地

域
子

ど
も
・
子
育

て
支
援

事
業

(同
条
第

2号
、
第

5
号

、
第

6号
、
第

10
号

か
ら

第
12

号
ま

で
又
は

第
1
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に
掲
げ
る

も
の
に

限
る

。
)

を
行
う

施
設
 

(
3
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法
第

59
条
に
規

定
す
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地

域
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業
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条

第
2号

、
第

5
号
、
第
6
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又
は

第
1
0号

か
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第
1
2号

ま
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に
掲

げ
る

も
の

に
限

る
。
)

を
行
う
施

設
 

(
4
) 

略
 

(
4
) 

略
 

(
5
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学
校

教
育

法
(昭

和
2
2年

法
律

第
26
号
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第

1
条
に
規

定
す
る

幼
稚
園

(法
第

3

1
条
第

1項
の

規
定

に
よ

る
市

の
確

認
を

受
け
て
い

る
園
を

除
く
｡
) 
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1
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1
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6
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